
資料１

平成２３年 7月15日 選定等委員会設置

8月1日 第１回選定等委員会開催

8月15日 公募手続開始

　～

10月6日 申請終了

10月中旬 プレゼンテーション

10月下旬

　～移譲先候補選定及び決定

11月下旬

12月 支援業務引継開始

平成２４年

3月 支援業務引継完了

平成２４年 4月1日 新たな法人による運営

　～

県立あさひ学園の民営化スケジュールについて

　～

　　　平成２３年９月定例会（事前）

　　　文教厚生委員会(保健福祉部)
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　○委員
　　学識経験者２名，社会福祉関係２名，教育関係１名
　　児童相談関係１名，行政機関１名

　○審査方法
　　応募書類及びプレゼンテーションによる。

　○審査内容
　　①応募法人について
　　②施設運営の実績，ノウハウについて
　　③あさひ学園の運営について

　○応募資格
　　県内で知的障害者（児）を主たる対象者として，
　入所施設を運営する社会福祉法人

　○現在の利用者
　　移譲後も利用を希望する者は全て利用できること。

　○職員の配置
　　施設長以下，利用児童を支援する者は，一定の
　実務経験を有すること。
　　現在，勤務する児童支援臨時職員の雇用に努める
　こと。

県立あさひ学園
（知的障害児施設）

社会福祉法人

民間移譲に係る募集要項（抜粋）

あさひ学園移譲先候補選定等委員会


